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高齢者医療制度の改善について

１ 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 与 党 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム と り ま と め

「 保 険 料 徴 収 の 激 変 緩 和 措 置 に つ い て 」

(1) 被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 で あ っ た 方 は 、 制 度 加 入 時 か ら ２ 年

間 保 険 料 （ 均 等 割 ） を 半 額 と す る 。

(2) さ ら に 平 成 ２ ０ 年 度 の 特 例 措 置 と し て 、年 度 の 前 半 は 凍 結 、

後 半 は ９ 割 軽 減 と す る 。

２ 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 通 称 名 「 長 寿 医 療 制 度 」 を 決 定

３ 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日 政 府 ・ 与 党 見 直 し 方 針

「 高 齢 者 医 療 の 円 滑 な 運 営 の た め の 負 担 の 軽 減 に つ い て 」

(1) 保 険 料 の 軽 減 対 策 に つ い て

(2) 普 通 徴 収 の 対 象 者 の 拡 大 に つ い て

(3) 診 療 報 酬 に つ い て

(4) 広 域 連 合 と 市 町 村 の 役 割 と 責 任 分 担 に つ い て

(5) 長 寿 医 療 制 度 と の 関 連 で 自 治 体 独 自 の 医 療 費 助 成 事 業 や 人

間 ド ッ ク 費 用 へ の 助 成 事 業 の 在 り 方 に つ い て

(6) 各 種 事 務 事 業 の 実 施 に あ た っ て

(7) 資 格 証 明 書 の 運 用 に あ た っ て

(8) 今 後 与 党 に お い て さ ら に 検 討 す べ き 課 題 に つ い て

４ 平 成 ２ ０ 年 ９ 月 ９ 日 与 党 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム と り ま と め

「平成２１年（度）における高齢者医療負担のあり方について」

(1) ７ ０ 歳 か ら ７ ４ 歳 の 医 療 費 自 己 負 担 増 （ １ 割 → ２ 割 ） 及 び

被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 の 保 険 料 負 担 の 軽 減 策 に つ い て

(2) 長寿医療制度の施行による加入関係の変化に伴う問題について
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平成１９年１０月３０日 与党プロジェクトチームとりまとめ

「保険料徴収の激変緩和措置について」

○ 健 康 保 険 や 共 済 組 合 の 被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 で あ っ た 方 は 、 制度

加 入 時 か ら ２ 年 間 、 保 険 料 を 半 額 と す る 。

○ 平 成 ２ ０ 年 度 の 特 例 措 置 と し て 年 度 の 前 半 は 保 険 料 の 徴 収 を 凍

結 、 後 半 は ９ 割 軽 減 と す る 。

《 制 度 加 入 前 に 被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 で

あ っ た 方 の 保 険 料 に つ い て の 特 別 対 策 》

※ 秋 田 県 に お い て は 、制 度 加 入 直 前 に 被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 で あ っ

た 方 は 、平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ～ ９ 月 ま で は 保 険 料 負 担 は 凍 結 、１ ０ 月

～ ３ 月 は 半 年 分 の 保 険 料 と し て

２ ０ 年 4 月 ２ ０ 年 １ ０ 月 ２ １ 年 4 月

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 か ら ９ 月

ま で 保 険 料 負 担 を 凍 結

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 か ら 平 成

２ １ 年 ３ 月 ま で 保 険 料 負

担 を ９ 割 軽 減
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平成２０年６月１２日 政府・与党見直し方針

「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減について」

（ 目 的 ）  
所 得 の 低 い 方 へ の 更 な る 負 担 軽 減 を 図 る と と も に 、制 度 を 利 用 し

や す く す る こ と に よ り 制 度 の 定 着 を 図 る 。  

１ 保 険 料 の 軽 減 対 策 に つ い て

○ 平 成 ２ １ 年 度 以 降 の 軽 減 対 策

(1) ７ 割 軽 減 世 帯 の う ち 長 寿 医 療 制 度 の 被 保 険 者 全 員 が 年 金

収 入 ８ ０ 万 円 以 下（ そ の 他 の 所 得 が な い ）の 世 帯 に つ い て ９

割 軽 減 と す る 。

(2) 所 得 割 を 負 担 す る 方 の う ち 、 所 得 の 低 い 方 （ 具 体 的 に は 、

保 険 料 の 算 定 に 用 い る 基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 が ５ ８ 万 円

以 下 の 方 ）に つ い て は 、５ ０ ％ 程 度（ 所 得 に 応 じ て 軽 減 率 を

変 え る こ と も 検 討 ） 軽 減 す る 。
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○ 平 成 ２ ０ 年 度 の 経 過 的 な 軽 減 対 策

(1) ７ 割 軽 減 世 帯 を 一 律 ８ ． ５ 割 の 軽 減 措 置 と す る 。

(2) 所 得 割 を 負 担 す る 方 の う ち 、所 得 の 低 い 方 に つ い て は 、原  
則 一 律 ５ ０ ％ 軽 減 と す る 。（ 具 体 的 に は 、 保 険 料 の 算 定 に 用

い る 基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 が ５ ８ 万 円 以 下 の 方 ）  

対 象 人 数 及 び 保 険 料 減 額 金 額

(1) ７ 割 → ８ ． ５ 割 軽 減

対 象 人 数 ５ ８ ， ０ ９ ６ 人

保 険 料 減 額 金 額 約 ３ 億 ３ ， ４ ８ ０ 万 円

(2) 所 得 割 の ５ ０ ％ 軽 減

対 象 人 数 １ １ ， ２ ５ ４ 人

保 険 料 減 額 金 額 約 １ 億 ９ ６ ５ 万 円

※ 保 険 料 減 額 分 に つ い て は 、特 別 調 整 交 付 金 に よ り 全 額 補 助 さ

れ る 。
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○ 上 記 の 措 置 を 講 じ て も 保 険 料 を 払 え な い 事 情 が あ る 者 に つ

い て は 、

・ 条 例 に 基 づ く 個 別 減 免 を 行 う 。  
・ 市 町 村 に お い て 、 き め 細 か な 相 談 な ど を 実 施 す る 。

２ 普 通 徴 収 の 対 象 者 の 拡 大 に つ い て

年 金 か ら の 保 険 料 徴 収 に つ い て は 、以 下 の 場 合 、申 し 出 に よ

り 普 通 徴 収 が で き る こ と と す る 。

(1) 国 保 の 保 険 料 を 確 実 に 納 付 し て い た 者（ 本 人 ）が 口 座 振 替 に

よ り 納 付 す る 場 合

(2) 連 帯 納 付 義 務 者（ 世 帯 主 又 は 配 偶 者 ）が い る 者（ 年 金 収 入 が

１ ８ ０ 万 円 未 満 の 者 ） で そ の 口 座 振 替 に よ り 納 付 す る 場 合

３ 診 療 報 酬 に つ い て

診 療 報 酬 に お け る 終 末 期 相 談 支 援 料 に つ い て は 、当 面 凍 結 す

る こ と を 含 め 、取 扱 い に つ い て 中 医 協 で 議 論 を 行 い 、速 や か に

必 要 な 措 置 を と る 、と と も に 検 証 す る 。後 期 高 齢 者 診 察 料 に つ

い て も 、 中 医 協 で 速 や か に 具 体 的 な 検 証 作 業 に 着 手 す る 。

（ 中 医 協 ： 中 央 社 会 保 険 医 療 協 議 会 ）

４ 広 域 連 合 と 市 町 村 の 役 割 と 責 任 分 担 に つ い て

制 度 に つ い て の 広 域 連 合 及 び 市 町 村 の 果 た す べ き 役 割 と 責  
任 分 担 を 明 確 に 規 定 す る 。 さ ら に 、 国 、 都 道 府 県 、 広 域 連 合 、

市 区 町 村 を 通 じ て 一 層 の 広 報 活 動 を 行 う と と も に 、特 に 保 険 料

に 関 す る 相 談 対 応 に つ い て 、 市 区 町 村 の 役 割 を 明 確 に す る 。

終 末 期 相 談 支 援 料 → ７ 月 １ 日 か ら 運 用 凍 結 が 決 定

後 期 高 齢 者 診 療 料 → 検 証 中

保 険 料 徴 収 に つ い て は 、特 別 徴 収（ 年 金 か ら の 支 払

い ）か ら 普 通 徴 収（ 口 座 振 替 ）に 切 り 替 え る こ と が で

き る こ と に な っ た 。

政 省 令 を 改 正 し 、 広 域 連 合 及 び 市 区 町 村 の 役 割 を 明 確

に 規 定 す る 。 特 に 保 険 料 に 関 す る 相 談 対 応 に つ い て 、 市

町 村 の 役 割 を 明 確 に す る 。
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５ 長 寿 医 療 制 度 と の 関 連 で 自 治 体 独 自 の 医 療 費 助 成 事 業 や 人 間

ド ッ グ 費 用 へ の 助 成 事 業 へ の 在 り 方 に つ い て

長 寿 医 療 制 度 と の 関 連 で 自 治 体 独 自 の 医 療 費 助 成 事 業 や 人 間

ド ッ グ 費 用 へ の 助 成 事 業 の 在 り 方 に つ い て 、様 々 な 指 摘 が あ る 。

こ れ ら の 事 業 は 、 自 治 体 独 自 の 事 業 で あ る こ と か ら 、 そ れ ぞ れ

の 自 治 体 に お い て 、 そ の 実 情 も 勘 案 し つ つ 、 高 齢 者 の 方 々 に 対

す る 十 分 な 情 報 提 供 や 理 解 を 得 る た め の 取 組 を 含 め 適 切 な 対 応

を 求 め る 。 ま た 、 広 域 連 合 や 市 区 町 村 の 創 意 工 夫 に よ る 健 康 増

進 へ の 取 組 を 促 進 す る 。

６ 各 種 事 務 事 業 の 実 施 に 当 た っ て

本 制 度 に 基 づ く 各 種 事 務 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、分 か り や す

い 説 明 、見 や す い 印 字 な ど に 心 が け る べ き で あ り 、例 え ば 、保 険

証 の 切 替 え 時 期 に は 、印 字 を 大 き く 変 更 す る な ど 高 齢 者 の 方 々 に

十 分 配 慮 す べ き で あ る 。

・ 広 域 連 合 に お い て は 、次 の 被 保 険 者 証 の 一 斉 切 替 え 時 期（ Ｈ

２ ０ 年 ８ 月 ）に 、被 保 険 者 証 の 印 字 を 大 き く す る な ど の 措 置 を

講 じ る こ と を 予 定 し て い る 。

７ 資 格 証 明 書 の 運 用 に 当 た っ て

資 格 証 明 書 の 運 用 に 当 た っ て は 、相 当 な 収 入 が あ る に も か か

わ ら ず 保 険 料 を 納 め な い 悪 質 な 者 に 限 っ て 適 用 す る 。そ れ 以 外

の 方 々 に 対 し て は 、従 来 通 り の 運 用 と し 、そ の 方 針 を 徹 底 す る 。

自 治 体 独 自 の 助 成 事 業 に つ い て は 、 適 切 な 対 応 を

求 め る 。

創 意 工 夫 に よ る 健 康 増 進 へ の 取 組 を 推 進 し 、 国 が

補 助 す る 。

相 当 な 収 入 が あ る に も か か わ ら ず 保 険 料 を 納 め な

い 者 に 限 っ て 適 用 す る こ と に し 、 そ の 方 針 を 徹 底 す

る 。
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８ 今 後 、 与 党 に お い て さ ら に 検 討 す べ き 課 題 に つ い て

(1) 保 険 料 軽 減 判 定 を 個 人 単 位 で 行 う こ と に つ い て は 、 他 制 度

と の 関 連 を 含 め て 引 き 続 き 検 討 し 、早 急 に 結 論 を 得 る 。ま た 、

世 帯 内 で 個 々 人 が 加 入 す る 保 険 が 異 な る こ と 等 加 入 関 係 の 変

化 に 伴 う 問 題 に つ い て も 、 併 せ て 検 討 す る 。

(2) 保 険 料 の 年 金 か ら の 徴 収 の 対 象 要 件（ 年 金 額 １ ８ 万 円 以 上 ）

の 引 上 げ や い わ ゆ る 被 扶 養 者 の 年 金 か ら の 徴 収 の 是 非 等 そ の

あ り 方 に つ い て は 、 他 制 度 へ の 波 及 等 も 含 め て 引 き 続 き 検 討

す る 。

(3) ７ ０ 歳 か ら ７ ４ 歳 の 医 療 費 自 己 負 担 増 （ １ 割 → ２ 割 ） 及 び

被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 の 保 険 料 負 担 に つ い て の 平 成 ２ １ 年 ４

月 以 後 の 扱 い に つ い て は 、 昨 年 １ ０ 月 の 与 党 高 齢 者 医 療 制 度

に 関 す る プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の と り ま と め を 踏 ま え 、 引 き 続

き 検 討 す る 。

(4) 都 道 府 県 の 関 与 の 在 り 方 に つ い て 検 討 す る 。

与 党 に お け る 今 後 の 検 討 課 題

・ 保 険 料 軽 減 判 定 を 個 人 単 位 で 行 う こ と

・ 特 別 徴 収 の 対 象 要 件 （ 年 金 額 １ ８ 万 円 以 上 ）

の 引 き 上 げ  
・ 被 扶 養 者 の 年 金 か ら の 徴 収 の 是 非

・ ７ ０ ～ ７ ４ 歳 の 医 療 費 自 己 負 担 （ １ → ２ 割 ）

・ 被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 の 保 険 料 負 担 に つ い て
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平成２０年９月９日 与党プロジェクトチームとりまとめ

「平成２１年（度）における高齢者医療負担のあり方について」

１ ７ ０ 歳 か ら ７ ４ 歳 の 医 療 費 自 己 負 担 増（ １ 割 → ２ 割 ）及 び 被 用

者 保 険 の 被 扶 養 者 の 保 険 料 負 担 の 軽 減 策 に つ い て

・７ ０ 歳 か ら ７ ４ 歳 の 方 の 窓 口 負 担 に つ い て は 、平 成 ２ １ 年 ３ 月

ま で １ 割 負 担 に 据 え 置 い て い る 措 置 を 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ま で 継 続

す る 。

・被 用 者 保 険 の 被 扶 養 者 で あ っ た 方 に つ い て は 、制 度 加 入 時 か ら

２ 年 間 の 軽 減 措 置 （ 均 等 割 ５ 割 軽 減 ） に 加 え て 、

(1) 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ～ ９ 月 の 半 年 間 は 凍 結 し 、

(2) 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 ～ 平 成 ２ １ 年 ３ 月 の 半 年 間 は 、均 等 割

を さ ら に ９ 割 軽 減 し た 額 と し て い る 。

平 成 ２ １ 年 ４ 月 か ら 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ま で の １ 年 間 に お い て も 、

同 様 に ９ 割 軽 減 の 措 置 を 継 続 す る 。
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２ 長 寿 医 療 制 度 の 施 行 に よ る 加 入 関 係 の 変 化 に 伴 う 問 題 に つ い て

・「７５歳到達月における自己負担限度額の特例」の創設について

月 の 途 中 で ７ ５ 歳 の 誕 生 日 を 迎 え て 長 寿 医 療 制 度 の 被 保 険 者 と

な る 場 合 、そ れ ま で 加 入 し て い た 医 療 保 険 制 度 と 長 寿 医 療 制 度 に お

い て 、そ れ ぞ れ 自 己 負 担 限 度 額 ま で 負 担 す る こ と か ら 、一 部 負 担 金

の 額 が 前 月 と 比 べ て ２ 倍 と な る こ と が 生 じ る 。７ ５ 歳 到 達 月 に お い

て は 、医 療 保 険 制 度 と 長 寿 医 療 制 度 の 自 己 負 担 限 度 額 を 本 来 額 の ２

分 の １ に 設 定 す る 。

（ ２ １ 年 １ 月 か ら 施 行 ）

［ 現 状 ］ 自 己 負 担 限 度 額 の 区 分 が 一 般 の 場 合 国 保 → 長 寿 医 療

［ 具 体 例 ］自 己 負 担 限 度 額 の 区 分 が 一 般 の 場 合 国 保 → 長 寿 医 療

・ 「 現 役 並 み 所 得 者 の 判 定 単 位 の 変 更 」 に つ い て

長 寿 医 療 制 度 の 創 設 に 伴 い 、世 帯 構 成 及 び 収 入 が 変 わ ら な い に

も か か わ ら ず 新 た に「 現 役 並 み 所 得 者 」と 判 定 さ れ 、自 己 負 担

割 合 が １ 割 か ら ３ 割 に な る こ と が あ る こ と か ら 、従 前 と 同 様 に

１ 割 負 担 と な る よ う 判 定 単 位 の 変 更 を 行 う 。


